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午前１０時００分 開会 

○稲田委員長 ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

 本日は協議事件１でございますが、議会基本条例の検証についてでございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 では、進め方をお伝えいたします。前回までに持ち帰りとなった条文につきまして、本

日は、ＡまたはＢまたはＣまたは検証対象外のいずれかを決定していきたいと思います。

各条文ごとに、最初に、委員の皆様からの意見を求めます。誰からというわけではなく、

これに対して考えがあれば最終的におっしゃっていただいて、もしそのおっしゃっていた

だいた後で、評価の、いわゆる歩み寄りができれば歩み寄りをお願いし、なかなかそれが

難しいということになりましたら、最終的には挙手による採決を行いたいと思います。そ

のように進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 では、早速ですが、条文が第２条でございます。こちら、ＡまたはＢということで持ち

帰りをいただいておりますが、これについて最終的に何か追加で意見等あればお願いいた

します。 

 今、手が挙がりませんでしたので、前回ですと、Ａ、Ｂ、Ｃ分かれておって、Ａ、Ｂで

持ち帰っていただいておりますが、このまま採決に入ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と声あり〕 

○稲田委員長 そういたしますと、このように諮ります。まだですよ。Ａについて賛成の

委員の挙手を求めますという言い方にさせていただきたいと思います。そこで賛成多数で
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あればＡに決定、賛成少数であればＢに決定というふうに以後も進めてまいりますので、

よろしくお願いいたします。 

 又野委員。 

○又野委員 私どもＢで、そのままＢにしようかって決まったというか、話はしたんです

けれども、もしＡになった場合、それ、受け入れさせてもらうんですけれども、評価内容

とかのコメントのほうで、例えば、ここに書いてある意見とかを載せさせていただけたら

なとは思ってますんで、そこら辺はどのようになりますか。 

○稲田委員長 説明させていただきます。まず、これまでコメントとか評価内容とか言っ

てきた部分があるんですけれども、前回の、要は、前の期の分の資料がありましたら、お

手元に開いていただければと思います。議会基本条例の検証結果報告書は各条文ごとにＡ、

Ｂ、Ｃ、または対象外で決まっていて、そこに評価内容という短いコメントが載ってます。

こちらのほうは、今日を含めて、各委員から出されたものを議事録を見させていただいて、

正副委員長で取りまとめさせていただきたいと思います。こういう意見があったと、本当

に短い文で。加えて、前回、付言事項というものがなされております。多分全体を見て、

こういうことを考えていけばいいのではないかという部分になるかと思いますが、その部

分を各委員の皆様に募りたいと思っております。したがって、そこで意見を出されたもの

については、いろんな意見が出るかと思いますので、集約する作業が必要となるかと思い

ますが、そのようにしたいと思いますので、したがって、Ａ、Ｂ、Ｃ、検証対象外の評価

は決める。それの横に、各評価内容については正副委員長のほうで書かせてもらうと。最

後に、付言事項については、委員の皆様から募ったものをある程度まとめ切れるところま

でまとめたいと思っておりますので、そのように考えております。以上ですがよろしいで

しょうか。 

○又野委員 はい、分かりました。 

○稲田委員長 土光委員。 

○土光委員 今の関連ですが、最終的に手を挙げて決めるのはそれでいいと思います。最

終的に報告書にする場合、全員が一致して決まった評価と、それから採決、いわゆる賛成

多数で決まった評価に関しては、例えば賛成多数とか、それを分かるような形で報告書は

記述していただきたいと思うのですが、いかがですか。 

○稲田委員長 岡田委員。 

○岡田委員 全会一致であろうと多数決であろうと、ＡならＡ、ＢならＢっていう一定の

結論を出すということが、一つのやり方ですので、一定の評価を出して、あとは、これは

賛成多数だったとか全会一致だったとかというよりも、文言のところで、こういう意見が

あったとか、そういうような形でやられたらいいのかなというふうに私は考えます。 

○稲田委員長 いかがでしょうか。委員の皆さん。 

 安達委員。 

○安達委員 私も今岡田委員が言われたように、１項目、１項目についてのコメントとか

はなくてもいいんじゃないかと思っております。そのように今までも話してきておったと

思っていますので、条文のＡ評価、Ｂ評価、それぞれありますけれども、それはなしでい

いじゃないかと思っています。 

○稲田委員長 門脇委員。 
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○門脇委員 簡潔に。評価内容のところで、それは加味していただければそれで十分では

ないかと思います。 

○稲田委員長 奥岩委員。 

○奥岩委員 ほかの委員さん言っておられますけど、これまでと同様で評価結果はそのま

ま記載いただいて、あとは御意見あれば、調整できる文言はそこを載せていただくだけで

十分かなと考えております。 

○稲田委員長 今、４名の委員の方から、要はそのような記載はなく、ＡならＡ、Ｂなら

Ｂだけということで承りましたので、そのように進めさせていただきます。 

 では、戻りまして、改めて第２条に戻ります。委員の中からの発言、質問等はございま

せんでしたので、では、採決に移ります。 

 第２条につきまして、Ａ評価に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手…安達委員、今城委員、岡田委員、奥岩委員、門脇委員〕 

○稲田委員長 賛成多数でございます。よって、第２条は、Ａ評価と決しました。 

 続きまして、第３条でございます。こちらも、まず委員の皆様から何か意見等ございま

すでしょうか。発言はございますでしょうか。 

 次に、歩み寄りと申しますか、意見で調整される部分はございますでしょうか。これは

ＡとＢになっております。 

 今城委員。 

○今城委員 会派としてはＡですので、結論としてもＡという結論で今日は持ってきまし

たが、コロナ禍ということを皆さんおっしゃっている方とかもあったりするので、Ｂであ

ったとしても、それは容認できるという会派での話ではありました。以上です。 

○稲田委員長 そういたしますと、新風、安達委員は。 

○安達委員 Ａで。 

○稲田委員長 Ａで。分かりました。もう今、Ａでと。従来からＢとされてる委員の皆様

もいらっしゃいますので、では、もう調整はなく、ここはもう採決に至りたいと思います。 

 では、採決いたします。 

 第３条につきまして、Ａ評価に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手…安達委員、今城委員〕 

○稲田委員長 賛成少数でございます。よって、Ｂ評価といたします。 

 次です。４条の第１項でございます。こちらも、まずは委員の皆様からの意見、質問等

があればお願いいたします。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 会派のほうでは、前回評価なしでお話しさせていただいたんですけど、持ち

帰りまして、皆様の御意見を聞いてＡ評価でよいだろうということで決してますので、お

伝えさせていただきます。 

○稲田委員長 では、よなご・未来、土光委員ですか。評価は前回対象外ということでし

たが、これ。 

 土光委員。 

○土光委員 結果は変わりません。対象外ということです。 

○稲田委員長 はい、分かりました。 
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 そういたしますと、こちらもＡまたは対象外で採決に移りたいと思います。 

 では、採決を行います。 

 ４条第１項につきまして、Ａ評価に賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

〔賛成者挙手…安達委員、今城委員、岡田委員、奥岩委員、門脇委員、又野委員〕 

○稲田委員長 賛成多数です。よって、Ａ評価といたします。 

 次に、４条第２項でございます。こちらもＡ評価または対象外ということでしたが、ま

ずは委員の皆様から意見等あればお願いいたします。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 こちらも同じく持ち帰りまして、当初対象外とさせていただいておりました

が、委員の皆様の御意見を伺いまして、会派持ち帰りでＡ評価ということで変えさせてい

ただきました。 

○稲田委員長 そういたしますと、同じくになりますが、よなご・未来、土光委員。 

 土光委員。 

○土光委員 対象外ということで確認しました。 

○稲田委員長 はい。 

 そういたしますと、こちらも採決に入りたいと思います。 

 第４条第２項につきまして、Ａ評価に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手…安達委員、今城委員、岡田委員、奥岩委員、門脇委員、又野委員〕 

○稲田委員長 賛成多数でございます。よって、Ａ評価といたします。 

 続きまして、第５条第１項に移ります。こちらも、まずは委員の皆様からの質問、意見

等あればお願いいたします。 

 ないですね。こちらはＡとＢがほぼ同数ずつですかね、分かれていますので……。 

 土光委員。 

○土光委員 これに関して、委員会の公開のことに関して議事録は今公開されてると。資

料もしたらいいのではないかという提案に対して、ホームページで容量上そういうことが

可能かどうか、これは確認していただくということだったと思いますので、それを確認し

てからということでお願いできますか。 

○稲田委員長 森井担当局長補佐。 

○森井議事調査担当事務局長補佐 まだちょっと確認中でして、まとまっておりません。 

○稲田委員長 土光委員。 

○土光委員 というのは、なぜ確認を求めたかというと、積極的に発信というところで、

資料公開、これは、できることだと思うけどまだやられてなかったというふうに、ただ、

そのできることかどうか、その確認をしないと、できることなのにやってなかった、それ

とも、できないから、できないものは仕方がない、そこでちょっと評価が分かれると思う

ので、そういった意味で確認をお願いしたのですが。それの前提によって評価が、例えば

できないということだったら評価は、もともとＢと言ってるんですけど、できないものと

いうことだったらＡでもそれは構いませんが、できるということでやってなかったという

ことだったらＢ評価を維持します。 

○稲田委員長 要は、できたはず、できたのにしなかったはＢで、そもそもできないもの

であればＡだという御意見ですね。 
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 又野委員。 

○又野委員 ごめんなさい、ちょっと確認ですけど、土光さんの言われた資料の分、「資

料等を積極的に公開し」っていうのは、後のほうにあるんですけれども、この条文でもそ

れを問うという、９条の３項で委員会の資料の話が出てるんですけれども。 

○稲田委員長 連動するといえば連動するでしょう。資料という言葉でつながりがないこ

とはないとは思うんですが、ただ、もう一回、５条の１に……。 

○又野委員 もし資料のことだけでいえば、９条のほうでやったほうがいいのかなと思い

まして。 

○稲田委員長 又野委員の提案にちょっと的確な答えがないと申しますか、理由を言いま

す。５条第１項を読むと、条文の本文自体に資料のことは書いてないんですよね。条文の

どこかに資料を含め共有しとかあればいいんですけど。だから、そこの資料に対する考え

というのは、もう各委員さんそれぞれになってしまいますので、各委員のそれぞれの構成

要素の一つを全体の委員の皆さんに、土光委員が発言されたので、それを加味して皆さん

態度表明されると思いますけど、そこがもうそろわないから前に進めないというやり方は、

もう前回までの中で終わっているという認識で進めさせていただきたいもので、ですから、

又野委員のほうで５条と９条に関連性が強いということであれば、今、それ言われたので、

委員の皆様の一応お耳にも伝わったというふうに理解させていただくのと、さっき言った、

もう個々の要素は一応出尽くした状態で今日臨んでもらってますので、御意見としては承

りますけど、もう粛々と採決のほうは進めていかせていただきたいと思います。 

 又野委員。 

○又野委員 一応ホームページに資料が載るかどうかの話が出たのは、この９条のほうで

出たと記憶してますんで、９条のほうかなと思って発言させてもらいました。私の考えは

それです。以上です。 

○稲田委員長 岡田委員。 

○岡田委員 どちらにしても、それを載せることができないかどうかっていうのは、確認

そんなに難しい話じゃないと思うんですけど。それ確認すること今できないんですか。そ

んなに難しい話ですか。いわゆる資料を載せること自体ができるかできないかっていうこ

と。いや、それを判断の要素にしたいという方がおられる以上は、それができるとかでき

ないとかっていうことを、そんなに難しい話じゃないと思うんでされたほうがいいと思い

ます。 

○稲田委員長 森井担当局長補佐。 

○森井議事調査担当事務局長補佐 ホームページの容量の問題がありますし、あと、執行

部の協力ですね、資料をＰＤＦか何かに変換させて提出してもらうという協力が必要だと

思います。 

（「協力はしてくれるでしょう。容量の問題でしょう。」と声あり） 

○稲田委員長 奥岩委員。 

○奥岩委員 容量の問題ですか。岡田委員が先ほど聞かれたのは、条例上できるかどうか

とか、そういった考えで聞かれたかと思うんですけど。 

○稲田委員長 土光委員。 

○土光委員 ちょっと事実関係もう一度ちょっと整理します。又野委員が言われたように、
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資料の問題でそれが可能かどうか。そのときに容量のこととか、執行部が管理してるから、

そういった容量のことも言及されたと思います。ただ、それは又野委員が言われたように、

９条だっけ、別なところでの議論、９条だっけ、何条だっけ。９条の３のところでそうい

う話をして、確認してくださいね、そういったやり取りは、９条の３のところでのやり取

りだったと思います。今言ってるのは５の１なので、このときに資料云々という話は、こ

のときはなかった、それが事実関係はそうだと思います。このときに、うちの会派という

か、Ｂ評価をしたのですが、このときに主に言ったのは委員会の公開、今はネット配信も

されていないから傍聴に来ないと委員会の内容分からない。議事録は出るけど二、三か月

先。だから、そういった意味で、必ずしも十分でない、そういった理由でＢ評価というふ

うに言ったと思います。これに関しては、会派で議論した結果、Ｂ評価ということで変わ

らなかった。だから、ここに関して資料の公開ができるかどうかは一応置いといて進めて

もらってもいいと思います。 

○稲田委員長 では、そういたしますと、改めて５条１項の採決に入らさせていただくと

いうことでよろしいですね。 

〔「はい」と声あり〕 

○稲田委員長 では、これはＡまたはＢで採決を行います。 

 第５条第１項につきまして、Ａ評価に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手…安達委員、今城委員、奥岩委員、門脇委員〕 

○稲田委員長 賛成多数でございます。よって、Ａ評価といたします。 

 続きまして、５条第２項に移ります。こちらは、前回までの流れで、全員協議会を含む

ものか含まないものかということで、前回、松下局長より含むという見解が示されており

ますので、そちらを前提に進めたいと思います。こちらもＡまたはＢで前回の意見はなっ

ておりまして、どうでしょう。まだ、これはちょっと審議が深まってない部分もあろうか

と思いますんで、ここで委員の皆様から改めて、ひとまず最初に、記述いただいているＡ

またはＢに関して意見等があれば求めたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 土光委員。 

○土光委員 だから、まず委員長の言われたように、全ての会議、これは全員協議会も含

むという前提の条文です。そういった前提で考えると、現状としては、本会議はネット中

継、議事録公開。委員会は今、議事録公開、傍聴はもちろんできる、それは共通。全員協

議会も、そういった意味では、傍聴は全く委員会とか本会議と同様にできる。ただし、議

事録に関しては、委員会はできたらホームページに公開してますが、全員協議会は公開は

されていない。私はそこは、これは十分実行可能なことだと思うので、市民にとっても、

全員協議会の議事録の提供というのは非常に有用だと思うので、そこができていないとい

うことでＢ評価。改めてそういうふうに主張します。 

○稲田委員長 ほか御意見ございますでしょうか。今、一応Ｂということで土光委員から

発言がありましたが。ひとまず、ＡまたはＢで当初記述いただいておりますが、Ａまたは

Ｂでこれから採決に入ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と声あり〕 

○稲田委員長 では、採決いたします。 

 第５条第２項につきまして、Ａ評価に賛成の委員の挙手を求めます。 
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〔賛成者挙手…安達委員、今城委員、岡田委員、奥岩委員、門脇委員〕 

○稲田委員長 賛成多数でございます。よって、Ａ評価といたします。 

 続きまして、第５条第３項でございます。こちらも、まず委員の皆様から何か意見等あ

ればお願いいたします。 

 前回Ｂがお二方、Ａが４人の方でしたが、どうでしょうか、このまま採決に行ってよろ

しいでしょうか。 

〔「はい」と声あり〕 

○稲田委員長 では、採決いたします。 

 第５条第３項につきまして、Ａ評価に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手…安達委員、今城委員、岡田委員、奥岩委員、門脇委員〕 

○稲田委員長 賛成多数です。よって、Ａ評価といたします。 

 次は、第５条の２の１になります。議会報告会のところになります。こちらは再評価と

申しますか、コロナ禍の影響で、なかなか日程の確保が難しかった等の理由があり、開け

るものも開けなかったという、そういった経緯があり、そのことを含めて評価をすると。

例えば、何個かしなきゃいけないのがあって１個か２個できなかった、理由はコロナであ

った場合に、それはマイナスとして減点するのか、あるいはそれは外してできたほうのも

のから評価をするのかというところから、を再評価ということにさせていただきました。

したがいまして、Ａ、Ｂ、Ｃとかの持ち帰りにはなっておりませんので、ここで改めて各

委員の皆様から意見をいただければと思います。いかがでしょうか。 

 又野委員。 

○又野委員 前回評価できないにしてたんですけれども、評価対象ということなので協議

しまして、コロナ禍とはいえ、報告会ができなかった。ただ、それの代わりにいろいろと

発信のほうはしてきたというのもありますんで、Ａまでではないけれども、そんな全然駄

目じゃないだろうということで、Ｂ評価にここ、変更、共産党のほうはしたいと思います。 

○稲田委員長 そういたしますと、現在は前回記述いただいた内容で、蒼生会さんＢ、よ

なご・未来さんＢ、公明党さんＡ、新風さんＡ、共産党さんがＢで、岡田委員は引き続き

対象外、それともほかの。 

〔「対象外で」と岡田委員〕 

○稲田委員長 対象外で、はい。 

 そういたしますと、現時点で３通りとなっておりますが、このまま３通りで採決に入っ

てよろしいでしょうか。 

〔「はい」と声あり〕 

○稲田委員長 仮で申し上げますが、３通りですと同数も想定できますので、同数となっ

た場合は私のほうで裁決させていただきたいと思います。したがいまして、これは最初に

Ａを諮ります。次にＢを諮ります。念のため対象外、３つのうちどれかに手を挙げていた

だくということでお願いしたいと思います。 

 それでは、５条の２第１項を採決いたします。Ａ評価に賛成の委員の挙手をお願いいた

します。 

〔賛成者挙手…安達委員、今城委員〕 

○稲田委員長 お二人ですね。 
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 続きまして、Ｂ評価に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手…奥岩委員、門脇委員、土光委員、又野委員〕 

○稲田委員長 ４人の方。 

 念のためですが、対象外に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手…岡田委員〕 

○稲田委員長 お一人。 

 したがって、Ｂが一番多かったですので、Ｂ評価といたします。 

 続きまして、６条ですかね。６条の第１項第２号でございます。こちらもＡ、Ｂ、対象

外と前回のところ分かれて……。すみません、まずは意見のほうございましたらお願いい

たします。 

〔「なし」と声あり〕 

○稲田委員長 では、調整も、今３通りありますので、特にここに寄せるというのが難し

そうに思いますので、採決に入ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と声あり〕 

○稲田委員長 直前と同じでございまして、これもＡ、Ｂ、対象外の３通りで採決いたし

ますので、やり方は同じとさせてください。 

 それでは、採決いたします。 

 ６条第１項第２号につきまして、Ａ評価に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手…安達委員、今城委員、又野委員〕 

○稲田委員長 ３人。下ろしてください。 

 続きまして、Ｂ評価に賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

〔賛成者挙手…土光委員〕 

○稲田委員長 お一人。 

 最後、対象外に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手…岡田委員、奥岩委員、門脇委員〕 

○稲田委員長 ３人。 

 ３人、１人、３人となりましたので、こちらは対象外と決しさせていただきたいと思い

ます。 

 続きまして、９条第２項でございます。こちらは、まず委員の方から意見があればお願

いいたします。こちら、ＡとＢに分かれておりますので、今のところですが。 

 どちらかに考えを受け入れてもいいというような発言がありますでしょうか。 

〔「なし」と声あり〕 

○稲田委員長 では、採決を行います。ＡまたはＢで採決を行います。 

 ９条第２項につきまして、Ａに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

〔賛成者挙手…安達委員、今城委員、岡田委員、奥岩委員、門脇委員〕 

○稲田委員長 賛成多数でございます。よって、Ａ評価と決しました。 

 次、９条第３項でございます。先ほど話題に上りました件ですが、資料についてですが、

これはホームページに掲載ができるかどうかという観点の、先ほど質問であったかと思い

ますが、まず、事務局に確認しますが、これは物理的には当然可能ですよね。 

 森井担当局長補佐。 



－9－ 

○森井議事調査担当事務局長補佐 はい、可能だと思います。 

○稲田委員長 次に、資料の、先ほどコメントにも容量であるとか、ただ、傍聴者にはも

う配付はされてますので、特段そこに権利だとか何かというものは非常に考えにくいと。

あるかもしれません、何枚かに１枚は外には出せないという、市役所側のというよりも、

何か別の法律でとか、想定だけで実際あるかどうかは別としてですけど。ただ、これはも

う物理的には可能であって、ただ、これまでは載せるということを議会側がそう決めてる

わけでもなかったですから、言うなれば、載せる義務があったわけでもなく、積極的にや

るのの範囲については、特段これまで、この、今、審査している最中は別ですよ。それま

でに委員会等々で出された資料をインターネット上に公表すべきという意見はあったかも

しれませんが、ちょっと私のほうでは特段そのようなことが、しっかりと記憶の中にある

わけではなく、でございます。 

 条文自体は、先ほど言った、ホームページに載せる等々は求めてはおりません。「積極的

に公開し」でございます。物理的には当然可能だと私も思います。それを積極的にしなか

ったという評価をされるかどうかは、もうあとは委員の皆様の御判断だと思いますし、条

文に忠実にと申しますか、条文に書いてあることで、あとは委員の皆様の中での御判断で

最終的には結果まで至りたいと思っております。ちょっと私が長くしゃべって大変恐縮で

ございますが。 

 それを踏まえて、もう一度委員の皆様から意見等があればお願いいたします。 

 土光委員。 

○土光委員 物理的にというのは、容量上というそういう意味と取っていいんですか。物

理的っていうのはどういった意味で、確認させてください。 

○稲田委員長 松下局長。 

○松下事務局長 例えば、会議規則ですとか、そういったことで載せるとか載せないとか

っていうことはありませんので、これはもちろん載せてもいいと思います。あと、先ほど

物理的っていうのは容量的なもので、これは恐らく大丈夫だろうという、ちょっとまだ最

終的な精査はしてないんですけれども、大丈夫じゃないかということでございます。ただ、

森井のほうが言いかけましたけれども、載せるときになった場合にいろいろな調整が必要

になってくるかと思います。それはどういったことかといいますと、例えば委員会の資料

というのが非常に様々な資料がございまして、例えば何百ページにもなるような膨大な冊

子の資料ですとか、そういったものをホームページ上に載せるということになると、それ

を電子化して整理して載せるというようなことにもなりますので、こういったところはち

ょっと執行部とも調整が必要になってくるのかなということで、まだ最終的な結論が出て

ないということはそういうことでございまして、容量的にっていうのは、ホームページ上

に資料として載せるのは可能だということでお答えしたものでございます。以上です。 

○稲田委員長 そういった点を加味して、最終的には委員の皆様に御判断いただきたいと

思います。これもＡまたはＢという状態になっておりますが、もうこのままＡまたはＢで

採決に入ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と声あり〕 

○稲田委員長 それでは、第９条第３項を採決いたします。Ａに賛成する委員の挙手を求

めます。 
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〔賛成者挙手…安達委員、今城委員、岡田委員、奥岩委員、門脇委員〕 

○稲田委員長 賛成多数でございます。よって、Ａ評価といたします。 

 次が、１１条第１項でございます。まずは委員の皆様から何か意見等があればお願いい

たします。 

 よろしいですか。これもＡ、Ｂほぼ同数ぐらいで分かれて、土光委員が前回、対象外か

らＢでもよいというふうにいただいてますので、ＡまたはＢという状態になっております

ので、このまま採決に入ってよろしいでしょうか。よろしいですね。 

〔「はい」と声あり〕 

○稲田委員長 では、ＡまたはＢで採決を行います。 

 １１条第１項について、Ａに賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手…安達委員、岡田委員、奥岩委員、門脇委員〕 

○稲田委員長 ４名。賛成多数でございます。よって、Ａ評価と決しました。 

 あとは、１５条第１項ですか。１５条第１項でございます。こちらはＡ、Ｂまたは対象

外で、３通りで持ち帰っていただいておりますが、改めて委員の皆様から意見等が……。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 前回、Ａ評価とさせていただいていたんですが、前回の委員さんのお話、ま

た事務局側からの御説明伺いまして、会派に持ち帰りまして、こちらＢ評価とさせていた

だいております。 

○稲田委員長 ほか何か。 

 今城委員。 

○今城委員 会派で持ち帰りをいたしました。当初評価はＡとしておりますが、この内容

等から考えたときに、こちら、議会側のほうで積極的にこれをＡにするための行動という

ことができるのかということも加味した上で、対象外でも容認するという、容認というか、

対象外でよいということになりました。 

○稲田委員長 ほかの委員の皆様から何か意見ございますでしょうか。 

 一応復習と申しますか、この条文は、実績のところで令和２年４月から再任用職員を１

名増員したとあったのですが、この春ですね、令和３年４月からはその１名増員分がなく

なる、減員、減っているということも併せて考えていただくということであったものです。

今整理いたしますと、蒼生会さんはＢという立ち位置ですね、Ｂですね。よなご・未来さ

んは対象外のままでよろしいですね。公明党さんは対象外ということですね。新風さんは

Ａということで。共産党さんはＡ。政英会、岡田さんもＡですね。 

 そういたしますと、Ａと……。 

 岡田委員。 

○岡田委員 うちのほうも前回の話を受けまして、１名増員したけれども結果的には１名

減になったということで、Ｂ評価という形にさせていただきたいと思います。 

○稲田委員長 そうすると、横からＢ、対象外、対象外、Ａ、Ａ、Ｂということで、分か

れておってもう…。 

 土光委員。 

○土光委員 対象外と言ってましたが、要は実情がよく分からなくて評価のしようがない

なというのがもともとなんですが、この前の議論とか、ある程度は状況分かって、やはり
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もっとこれは、議論をすること含めて努力する必要があるということでＢ評価にします。 

○稲田委員長 Ｂですね。もう一回横並びを言いますね。Ｂ、Ｂ、対象外、Ａ、Ａ、Ｂで

す。いずれにしても３通りありますので、ここはもう歩み寄りというよりも、もう採決と

いうことでよろしいですか。 

〔「はい」と声あり〕 

○稲田委員長 では、３通りのやり方の採決で行います。Ａ、Ｂ、対象外それぞれを伺い

ますので、必ずどれか一つに挙手をお願いいたします。 

 １５条第１項につきまして、Ａ評価に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手…安達委員、又野委員〕 

○稲田委員長 お二人。ありがとうございました。 

 続きまして、Ｂ評価に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手…岡田委員、奥岩委員、門脇委員、土光委員〕 

○稲田委員長 ４人。 

 念のため、対象外に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手…今城委員〕 

○稲田委員長 お一人。 

 したがって、Ｂ評価に決します。 

 １５条第２項に移ります。こちらもＡまたはＢで持ち帰っていただいておりますが、委

員の皆様から意見があればお願いいたします。 

 今城委員。 

○今城委員 前回、Ａ評価ということにしておりましたが、持ち帰りまして、議会事務局

の体制を整備するためにということを考えるのであれば、Ｂではないかということになり

ました。 

○稲田委員長 そういたしますと、よなご・未来、土光委員はＢに、これは歩み寄ってい

ただいてますよね。そうしますと、確認で、蒼生会さんは変わりなくＢ、今のところはで

すね。よなご・未来さんはＢ、公明党さんがＢ、新風さんがＡ、共産党さんがＢ、政英会

さんがＢということで、新風、安達委員、こちらはいかがでしょうか。 

○安達委員 いいですよ。 

○稲田委員長 Ｂということで。 

○安達委員 はい。 

○稲田委員長 そういたしますと、１５条第２項はＢで決定といたします。 

〔「はい」と声あり〕 

○稲田委員長 では、恐らく最後になろうかと思います。１６条第１項でございます。こ

ちらもＢまたは対象外で持ち帰っていただいております。改めて委員の皆様から何か意見

等ございますでしょうか。 

 又野委員。 

○又野委員 Ｂでこれまでしてたんですけれども、この条文自体は公表するものとするし

か書いてないので、対象外として、評価内容のところで今後市民の意見も聞けるような仕

組みをつくるとか、そういうようなことを書いていただければということで、対象外に変

えたいと思います。 
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○稲田委員長 では、確認いたしますね。蒼生会さんが対象外、よなご・未来さんが前回

ＣからＢに移っていただいてＢということですね。公明党さんが対象外、新風さん対象外、

共産党さん対象外、政英会さん対象外でよろしいですね。 

 そういたしますと、土光委員、いかがでしょうか。対象外ということで。 

○土光委員 条文で積極的に公表、積極的にという文言が入っています。これ単に、だか

ら、公表して、例えばホームページに載っければ市民は見れる状態になる。これは公表と

いうふうに言えると思いますが、積極的にというのは、それを市民が見てもらって、それ

で何らかの意見をもらえるような形までこちらがやっていくという意味だと私は捉えます

ので、そこは十分にはできていないと思いますのでＢ評価ということで変わらないです。 

○稲田委員長 では、そういたしますと、ほかございますか。ないようでしたらＢまたは

対象外で採決を行います。 

 では、Ｂ評価に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手…土光委員〕 

○稲田委員長 賛成少数でございます。よって、対象外に決しました。 

 では、以上で持ち帰りとなった案件は終了、事務局も確認よろしいでしょうか。 

 では、確認できましたので、まずは御協力ありがとうございました。 

 今後の流れをお伝えいたします。Ａ、Ｂ、Ｃまたは対象外が決しましたので、前回の報

告書に倣いまして、評価内容は、今日の冒頭申しました、正副委員長のほうで今日までの

皆さんがこの場で発言された内容を基に評価内容、短い文章になろうかと思いますが、必

要に応じてこちらで書かせていただきたいと思います。 

 これまでの審議の中で何度か出てまいりました、コメントでフォローとか、何かどっか

で文言で入れてもらえればというのがありました。議事録ももちろん見返しはいたします

けど、改めて委員の皆様にお願いをいたしたいと思います。前回、付言事項というもので

４項目あります。この付言事項に当たる部分を委員の皆様から求めたいと思います。書式

は、例えばですが、決算委員会の決算指摘事項のようなものになるとイメージいただけれ

ばと思います。 

 今後のスケジュールにつきましては、改めて事務局から発信させていただきますが、一

応私のほうが考えておりますのは、１１月の閉会中の委員会、以前お配りしたスケジュー

ルでは１１月１２日がそれに相当いたしますけども、それまでの間に、正副委員長におい

ては先ほどの評価内容のコメントのところをつける作業を行い、委員の皆様には、その１

１月１２日より少し前の日程を締切りとして付言事項の部分をいただきたいと思います。

またそれが持ち寄った状態で１１月１２日、どのような形で最終的にまとめていくか、そ

のまとめの作業に入っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございますが、まず先ほどのスケジュールの点で確認等あればお願いします。な

ければないでそのように進めさせていただきます。 

 奥岩委員。 

○奥岩委員 スケジュールに関しては承知いたしました。よろしくお願いいたします。 

 今回、議会基本条例の検証ということで、ずっと委員会させていただいたんですけど、

本日も議論ありましたとおり、内容を再度委員間で検証していくと、いろいろ今後の議会

運営に関して課題が見えたところもありますので、例えば今回コロナ禍でありましたので、
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その際の議会の運営をどうするのか、これが議運ですることなのか、ちょっと代表者会で

することなのか、少し私のほうでは分かりかねるんですけど、災害時ですとか感染症です

とか、緊急時のときの対応をどうするのかっていうところを多分早急に議会側でも準備が

必要かなと思います。現在は準用して、コロナ禍でありますので、通常の災害、議会版Ｂ

ＣＰを準用してっていうことで運用はしてるんですけど、どこかでその辺も検証が要るの

か、今後の改善が要るのかっていうのが、繰り返しになりますが、議運なのか代表者会な

のか、必要なのかなと思いましたし、今回は、先ほど委員会資料の件、ホームページのこ

ともございましたし、資料の載せ方等もありましたが、現在本市もＤＸ進んでおりますの

で、本会議のほうでも多くの議員、私も含めてですけど、デジタル化ですとかペーパーレ

スですとか、そういった議論もありますので、こちらのほうも今回、条例検証で見えた課

題ではありましたので、ほかにも多々あったと思いますので、条例検証は先ほど委員長が

おっしゃられたことで承知はしたんですが、今回見えた課題について議運なのか代表者会

なのか、そちらのほうで議論なのか、御準備していただきたいなと考えます。以上です。 

○稲田委員長 思いをたくさんありがとうございます。一言で言ってはなんですが、課題

ですよね。この評価表を早い時点で取りまとめ作業を終わる、終わるというか、したいと

思います。残された時間という表現は適切かどうか分かりませんけど、我々も任期があり

ますので、その任期の残った時間と、それから、特にこの、私も委員長の職責を預からせ

ていただく２年間の中で出た内容ですね。当初は紙で一覧表も作らさせていただいて、い

ろんなことも出しておりますし、それも含めて、残された時間と優先順位をちゃんと整理

させていただいて、できるところになろうかと思いますが、できる範囲というのになろう

かと思いますが、この議会運営委員会でも課題として認識したものは取り上げさせていた

だいて進めたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 ほかございますでしょうか。あと、全体を含めてその他ございますか。 

〔「なし」と声あり〕 

○稲田委員長 議長、副議長はございますでしょうか。 

〔「ありません」と岩﨑議長〕 

○稲田委員長 では、以上で議会運営委員会を閉会いたします。 

午前１０時４８分 閉会 
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